
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働き方改革により４月から、年次有給休暇を付与する

日数が１０日以上の労働者については、付与する日数

のうち５日ついては、有給休暇を付与した日（基準日）

から１年以内に与えなければなりません。なお、パー

ト、アルバイト、有期雇用者にも上記の要件が該当す

れば対象となります。 

本来、有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなけ

ればならず、労働者が請求した時季に与えることが

「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ、他の時季に

有給休暇を与えることができます。 

よって、事業主側から労働者の希望を聞いた上で、い

つ年次有給休暇を取得させるかをあらかじめ決めて

おくことが重要になります。 

そのためには、就業規則（※下記規定例参照）に、時

季指定の対象となる労働者の範囲、時季指定の方法等

を記載しておく必要があります。 

※ 規定例（厚生労働省モデル就業規則より） 

３ 第１項又は第２項の年次有給休暇は、労働者があ

らかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者

が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが

事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得さ

せることがある。 

４ 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面に

よる協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数

のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季を

指定して取得させることがある。 

５ 第１項又は第２項の年次有給休暇が１０日以上

与えられた労働者に対しては、第３項の規定にかかわ

らず、付与日から１年以内に、当該労働者の有する年

次有給休暇日数のうち５日について、会社が労働者の

意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ

時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第３項 

 

 

 

 

 

 

 

又は第４項の規定による年次有給休暇を取得した場

合においては、当該取得した日数分を５日から控除す

るものとする。 

 

 

 

特定の法人（※１）の事業所が社会保険・労働保険に

関する一部の手続き（※２）を行う場合には、必ず電

子申請で行うことになります。 

※１ 特定の法人とは 

○ 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に 

納付する拠出金の額が１億円を超える法人 

○ 相互会社（保険業法） 

○ 投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律） 

○ 特定目的会社（資産流動化に関する法律） 

※２ 一部の手続きとは 

○健康保険・厚生年金保険 

 ・被保険者報酬月額 算定基礎届、月額変更届 

  賞与支払届 

○労働保険 

 ・継続事業を行う事業主が提出する 

年度更新に関する申告書 

増加概算保険料申告書 

○雇用保険 

・被保険者資格取得、喪失、転勤届 

・高年齢雇用継続給付支給申請書 

・育児休業給付支給申請書 
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業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

電子申請が義務化されます 

（2020 年 4 月から） 

 

 

年次有給休暇の時季指定は 

就業規則に記載が必要 


